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年

金

税

退
職
さ
れ
た
方
は
、

国
民
年
金
の「
種
別
変
更
」の

届
出
が
必
要
で
す

国
民
年
金
の
加
入
者
は
、
職
業

な
ど
の
違
い
に
応
じ
て
、
第
１
号

被
保
険
者
・
第
２
号
被
保
険
者
・

第
３
号
被
保
険
者
の
３
つ
の
「
種

別
」
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
厚
生
年
金
に
加
入
さ
れ
て

い
た
方
は
、
第
２
号
被
保
険
者
で

し
た
が
、
退
職
に
と
も
な
い
被
保

険
者
の
「
種
別
」
が
変
わ
り
ま
す

の
で
国
民
年
金
の
種
別
変
更
届
が

必
要
で
す
。

退
職
し
た
ら
、
す
ぐ
に
種
別
変

更
の
手
続
き
を
す
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

第
１
号
被
保
険
者

自
営
業
・
農
林
漁
業
・
学
生
・

無
職
な
ど
の
方

第
２
号
被
保
険
者

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
厚
生
年
金
・

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方

第
３
号
被
保
険
者

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者
の
方

退
職
し
て
自
営
業
や
無
職
（
求

職
中
）
に
な
っ
た
方
は
、
第
１
号

被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

扶
養
し
て
い
る
配
偶
者
が
い
る
場

合
は
、
配
偶
者
も
第
３
号
被
保
険

者
か
ら
、
第
１
号
被
保
険
者
に
変

わ
り
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者
の
方
は
、
月

額
１
４
�１
０
０
円（
平
成
１９
年
度
）

の
国
民
年
金
保
険
料
納
付
が
必
要

で
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料
納
付

が
大
変
便
利
で
す
。

�
所
得
の
減
少
や
失
業
な
ど
に
よ
っ

て
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
」

「
若
年
者
（
３０
歳
未
満
）
納
付
猶

予
制
度
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
一
定
の
基
準
が
あ
り
ま
す
）

�
申
請
の
手
続
き
は
、
役
場
町
民

課
住
民
係
の
窓
口
又
は
松
山
西
社

会
保
険
事
務
所
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。年

金
手
帳
・
印
鑑
が
必
要
で
す
。

（
失
業
の
場
合
は
「
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
」
又
は
「
離
職
票
」

の
写
し
が
必
要
で
す
）

年
金
相
談
の
時
間
延
長
と

休
日
相
談
の
ご
案
内

愛
媛
県
内
の
社
会
保
険
事
務
所

で
は
、
次
の
と
お
り
、
年
金
相
談

時
間
の
延
長
及
び
休
日
に
お
け
る

年
金
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

平
日
や
昼
間
に
相
談
で
き
な
い

方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■

毎
週
月
曜
日
の
時
間
延
長
の

年
金
相
談

毎
週
月
曜
日
は
、
１９
時
ま
で
時

間
延
長
し
て
、
年
金
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

（
注
）
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、

火
曜
日
又
は
直
後
の
開
庁
日

と
な
り
ま
す
。

■

休
日
開
庁
に
よ
る
年
金
相
談

毎
月
第
２
土
曜
日
は
、
社
会
保

険
事
務
所
を
開
庁
し
て
、
年
金
相

談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

平
日
に
来
訪
で
き
な
い
方
は
「
休

日
開
庁
に
よ
る
年
金
相
談
」
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
相
談
時
間
…
８
時
３０
分
〜
１７
時

１５
分
ま
で
）

※

受
付
時
間
…
８
時
３０
分
〜
１６

時
３０
分
ま
で

「
年
金
相
談
の
時
間
予
約
」
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

年
金
相
談
の
待
ち
時
間
を
解
消

す
る
た
め
、
時
間
予
約
に
よ
る
年

金
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
、
相
談
希
望
日
の

前
日
ま
で
に
、
ご
都
合
の
よ
い
日
・

時
間
を
電
話
な
ど
で
社
会
保
険
事

務
所
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
課

�
９
２
５
―
５
１
７
５

役
場
町
民
課
住
民
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

に
伴
う
固
定
資
産
税
の
減
額

措
置
に
つ
い
て

平
成
１９
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

２２
年
３
月
３１
日
ま
で
の
間
に
、
一

定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を
行
っ

た
住
宅
に
つ
い
て
、
１
戸
あ
た
り

１
０
０
㎡
分
ま
で
を
限
度
と
し
、

翌
年
度
分（
１
年
度
分
の
み
）の
税

額
を
３
分
の
１
減
額
し
ま
す
。（
平

成
１９
年
度
地
方
税
法
改
正
に
よ
る
）

《
要
件
》

１

平
成
１９
年
１
月
１
日
以
前
か

ら
所
有
す
る
住
宅
（
賃
貸
住
宅

を
除
く
）
で
、
次
の
い
ず
れ
か

の
者
が
居
住
し
て
い
る
こ
と

�

改
修
工
事
が
完
了
し
た
日

の
属
す
る
年
の
翌
年
の
１
月

１
日
に
お
け
る
年
齢
が
６５
歳

以
上
の
者

�

要
介
護
認
定
又
は
要
支
援

認
定
を
受
け
て
い
る
者

�

障
害
者

２

次
の
工
事
で
、
補
助
金
な
ど

を
除
く
自
己
負
担
が
３０
万
円
以

上
の
も
の
で
あ
る
こ
と

�

廊
下
の
拡
幅

�

階
段
の
勾
配
の
緩
和

�

浴
室
の
改
良

�

便
所
の
改
良

�

手
す
り
の
取
付
け

�

床
の
段
差
の
解
消

	

引
き
戸
へ
の
取
替
え




床
表
面
の
滑
り
止
め
化

３

新
築
住
宅
な
ど
に
対
す
る
軽

減
措
置
を
受
け
て
な
い
こ
と

該
当
す
る
場
合
は
、改
修
工
事
後

３
か
月
以
内
に
工
事
明
細
書
や
写

真
な
ど
の
関
係
書
類
を
添
付
し
て

町
に
申
請
す
る
こ
と
が
必
要
で
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
税
務
課
資
産
税
係

�
９
８
５
―
４
１
１
１

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
年
金

◆
税

◆
福
祉

◆
介
護
保
険

６月の納税
町県民税 第１期・全期

口座振替日は

６月２５日（月）
※ ４月から農協の振替日が２７日から２５日へ変
更になっています。

～ 税金で みんな笑顔の 町づくり ～
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